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研究成果の概要（和文）： 

 

本共同研究は、多極化・多文明化へと向かう今日の国際社会の現実が、欧米中心の現行国際

法秩序の再考を迫っているという問題意識の下、21世紀の国際社会の現実に即した国際法秩序

のあり方を模索し、研究の公刊を通じてその理解を広めることを目指すものであった。その際

特に、世界人口の過半数を占め、歴史的に豊かな文明を生み出しながらも、国際法秩序の形成

にその地位に見合った役割を果たすことなく、欧米中心の国際法秩序の消極的受容者と見なさ

れてきたアジアの存在に着目し、２１世紀の国際法秩序におけるアジアの位置、その貢献可能

性を明らかにした。 

 

研究成果の概要（英文）： 

 

It is widely believed that the world in the 21st century will become multi-polar and 
multi-civilizational. Based on this understanding, our project team critically analyzed 
the historical processes through which the existing Westcentric international legal order 
has been managed, and explored the possible alternative forms of international legal order 
that may appear in the present century.  In this project, we paid special attention on 
the passivity of Asian nations in the modern history of international law and how that 
attitude may be changed in the 21st century. 
 
 

交付決定額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

２００９年度 3,500,000 1,050,000 4,550,000 

２０１０年度 2,700,000 810,000 3,510,000 

２０１１年度 3,100,000 930,000 4,030,000 

年度    

  年度    

総 計 9,300,000 2,790,000 12,090,000 

 

 

研究分野：社会科学 

科研費の分科・細目：国際法学 

キーワード：アジア 国際法 文明 多極化 国際関係論 欧米中心主義 文際 

機関番号：３２６８２ 

研究種目：基盤研究（Ｂ） 

研究期間：2009～2011   

課題番号：21330010 

研究課題名（和文）21 世紀の多極化・多文明世界における国際法秩序へのアジアの貢献 

研究課題名（英文）  

Asia’s Contribution to the Emerging Multi-polar and Multi-civilizational World of the 

Twenty-first Century 

研究代表者  

大沼 保昭（ONUMA YASUAKI） 

明治大学・法学部・教授 

研究者番号： 50009825 



１．研究開始当初の背景 

 

本研究は、主にアジアの国際法学者・実務

家（少数の欧米の学者を含む）間の緊密な連

携を通して、多極・多文明化するであろう 21

世紀の国際社会について現実適合的でかつ

規範的意味を含む視座と知見を検討し、研究

の公刊を通じて望ましい２１世紀国際法秩

序のあり方の理解を広めるという、能動的

(pro-active)で建設的な(constructive)研

究を行うことを目的として立ち上げられた。 

 現行国際法は、17 世紀に欧州に成立した主

権国家体制を基盤とする欧州国際法が世界

化したものといえる。この間、国際法の最大

の関心事である武力の規制の面では、国際法

揺籃期の正戦論から 19 世紀の無差別戦争観

を経て、20世紀には戦争違法観が定着すると

いう進展がみられた。植民地主義を正当化し

ていた国際法理論も、第二次大戦後の民族自

決権の承認によって抜本的な変更を受けた。

このように、国際法の諸規範には大きな変化

があったが、にもかかわらず、現在の国際法

が欧米起源の法体系として欧米中心主義的

な色彩を帯びていることは否定できない。 

 20 世紀を通じて欧米が主導してきた資本

主義、民主主義、人権を中核とする観念と制

度は、今後も地球的規模で浸透してゆくだろ

う。他方、21 世紀の国際社会は 20 世紀より

多極的で多文明的になると考えられる。中国

やインドは、短期的には揺り戻しがあるもの

の、長期的には米国と並ぶ超大国となると予

想される。こうした力の多極化は、文化や宗

教など文明の総体における多様化をもたら

す。人権と宗教の関係等の問題をめぐって欧

米中心の思考を相対化するアジアやイスラ

ーム世界の声は今後も高まって行くだろう。

また、地球の自然環境の劣化は深刻であり、

20 世紀に米国が主導した大量生産・大量消

費・大量廃棄型の文明は根本的な変換を迫ら

れている。 

既に国民形成の時期を経て「国家の時代」

を卒業したかに見える欧米先進国と異なり、

多くの発展途上国は未だ国民国家形成の途

上にある。先進国における「脱国家化」と途

上国における国家の確立（と分裂）の両面を

抱えた今後の国際法秩序は、どのようになっ

て行くのだろうか。またどのようになるべき

なのだろうか。これは、21世紀の人類が直面

する重要な課題であり、特に力と価値の多様

化の中心的な担い手となるアジアの人々に

とって喫緊の課題である。 

本研究は、従来欧米が主導し、アジアの

人々はそれを受け入れ、利用するにとどまっ

ていた国際法秩序について、21世紀の人類共

通の福利を実現するアジアのあり方を探究

すべく、思想と制度の両面において研究を行

い、アジアから世界に向けてその成果を発信

することを目指すものである。 

 
２．研究の目的 

国際法学において欧米中心の人権観にア

ジア的価値を対置する議論や欧米中心の国

際投資体制を批判する議論などは、これまで

も存在した。しかし、それらの議論は単なる

欧米批判、あるいはアジア諸国の権威主義的

体制の正当化に傾きがちだった。この限界を

克服するために、本研究は、21 世紀の多極

化・多文明世界における国際法秩序の形成に

アジアの「知の力」がどのような貢献をしう

るかを解明しようとしてきた。 

本共同研究が開始されたのは、アジア国際

法学会（Asian Society of International 

Law）設立によって地域の研究者・実務家の

連携関係が確立し、研究協力の機運が高まっ

ている時期であった。同学会は、アメリカ国

際法学会、欧州国際法学会に並ぶアジアの国

際法学会であり、日本のほか、中国、韓国、

インド、シンガポール、オーストラリアなど



から多くの国際法学者と実務家が参加して

いる。研究代表者の大沼はこの学会において、

副会長、研究計画委員会委員長、日本協会理

事長を務めている。本研究は、新しく生まれ、

強化されつつあるアジア間の人的ネットワ

ークを駆使し、これまでバラバラに行われて

きた諸研究－国際法における第 3世界からの

アプローチ、人権の普遍性対相対性論議、国

際法秩序における米国の指導力の意義と問

題性など－を統合することを目指してきた。 

 

３．研究の方法 

（１）研究方法 

本研究は、その成果を国際的に広く発信す

るために、優れて国際的な研究体制を立ち上

げた。M・リースマン教授（イエール大）、B・

チムニー教授（ジャワハルルネルー大）、朴

培根教授（釜山大）、李根寬教授（ソウル国

立大学）、易平講師（北京大学）、M. ツアハ

マン講師（エジンバラ大学）ら、卓越した海

外の研究者が海外共同研究者として参加し

た。これに加え、現実的・実践的関心も本研

究の重要な特徴であり、牧山嘉道（TMI 総合

法律事務所弁護士）、佐藤修二（西村あさひ

法律事務所弁護士）ら実務家も参加した。 

なお、本研究は、B.チムニーら「理想主義

的」国際法学者だけでなく、M.リースマンの

ように国際法秩序形成と運営における米国

の指導力を重視する研究者も含んでいる。研

究代表者の大沼も、『国際社会における法と

力』（日本評論社、2008）などにおいて、厳

しい現実認識を踏まえた上で国際法の観念

と制度が持つ力を「知の力」という観点から

捉える研究の重要性を強調してきた。本研究

が実務家を含んでいるのも、そうした問題意

識によるものであった。 

 また、今後のあるべき国際法を展望するに

は、多極化・多文明化しつつある国際社会の

現状についての理解を深めねばならない。そ

うした問題関心から、国際関係論、外交史、

地域研究の若手研究者もメンバーに加えた。 

（２）成果公表の方法 

年 1回、海外共同研究者を交えた国際シン

ポジウムを開催し、年１～２回のペースで国

内研究分担者と連携研究者の研究会を行っ

た。研究会における報告発表、参加者全体で

の討論・検討という過程を経て、研究会の成

果は書籍、冊子の発行、学術誌、総合誌、新

聞等への掲載などの形で順次公表してきた。 

また、アジア国際法学会を通して確立され

た国際法研究者、実務家の人的ネットワーク

を利用して、アカデミアを超えた広範な人々

に対し、研究成果を還元してきた。 

 

４．研究成果 

（１）21年度は欧米国際法史におけるアジア

不在という問題を考えるために、共通文献と

してカール・シュミット『大地のノモス』を

取り上げ、8 月に朴培根氏（釜山大）を招聘

した研究合宿を開催、11 月にＭ・リースマン

氏（イェール大）、古賀敬太氏（大阪国際大

学）、大竹弘二氏（南山大学）を招聘した共

同研究会を開催した。 

２月に開催した研究会では、来年度以降、

現行国際法秩序におけるアジア不在の問題

を乗り越え、新たな国際法秩序を具体的に考

えていくためのステップとして、酒井哲哉氏

（東京大学）を招聘し、近代日本の国際秩序

論において国際法がどのような位置づけを

与えられてきたのか、近代日本の国際秩序論

の形成に国際法学者はどのような貢献をし

てきたのかを検討した。 

（２）22年度は、昨年度に行った基礎文献講

読の成果を踏まえ、現行国際法の理論・制度

が文際的に見ていかなる問題点を含むかを

多様な見地から総合的に研究した。7 月に、



V・シュタンツェル氏（駐日ドイツ大使）、贾

兵兵氏（清華大学教授）、B・ラジャゴパル氏

（MIT 准教授）を招聘したシンポジウム「グ

ローバリゼーションの中の国際法とアジア

の役割」を開催した。次いで 8月に、浅野豊

美氏（中京大学教授）を招いた研究合宿を行

い、共同研究メンバーが各自の専門分野に即

して、アジアと国際法の関わりを歴史的・理

論的に分析した報告を行った。さらに 2 月の

研究合宿では、研究代表者が近時出版したハ

ーグ国際法アカデミー講義録をメンバーで

批判的に分析し、著者が提示する文際的視点

の有用性と限界についてメンバー間で共通

の理解を深めた。 

（３）23 年度は、21 世紀の国際法における

アジアの意義と役割についての体系的な知

的基盤の構築に努めた。年末には、アジアの

法史的伝統や国際法受容史をテーマとして、

李根寛（ソウル国立大学）、朴培根（釜山大

学校）、季衛東（上海交通大学）、辛崇陽（中

国政法大学）を招聘した研究会を開催した。

同日程で国内メンバーによる集中的な研究

会も行い、研究成果の最終的なとりまとめを

行った。 

（４）24年度、研究代表者は、米ジョージタ

ウン大学に客員教授として 4 ヶ月滞在し、本

共同研究の 1つの集大成でもある英文国際法

教科書（Cambridge University Press から

刊行予定）の執筆を進めるとともに、米国国

際法学者との研究交流に努めた。また、これ

まで研究代表者がその運営に深く携わって

きたアジア国際法学会についても、シドニー

で豪州・NZ国際法学会と共催で研究大会を開

催し、また同日本協会も 6月に研究大会、11

月に秋季研究会を開催するなど順調に発展

させていくことができた。さらに、科研終了

後も本共同研究を継続・発展させていくため

の基盤として、比較地域体系研究会（代表者

大沼保昭）を立ち上げた。同研究会は 2013

年 6月までに計 4回研究会を行っており、メ

ンバーも確定し、研究の基盤はできあがりつ

つある。 
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